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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気油圧式車両ブレーキ装置のブレーキ液の空気含有を監視する方法であって、この場
合、当該ブレーキ装置は、ブレーキ液を有する１つのアキュムレータ及び遊びの大きさが
変化する少なくとも１つの油圧式車輪ブレーキを備え、この場合、当該空気含有を決定す
るため、前記車輪ブレーキが、前記アキュムレータに接続され、これによってブレーキ圧
力が、この車輪ブレーキで発生し、
（１）この車輪ブレーキ内の圧力を決定し、
（２）この車輪ブレーキの吸収量を決定し、
（３）この吸収量をこの車輪ブレーキに関連する１つの評価限界と比較し、警報信号が、
この評価限界の上回り時に発せられる方法において、
（４）上側の限界と下側の限界とによって囲まれた普通の範囲内又は当該範囲外にある現
在の遊びの大きさが、前もって評価され、
（５）当該方法は、２つの評価限界、すなわち上側の評価限界及びこの上側の評価限界の
下にある下側の評価限界を既知であり、前記上側の評価限界の場合、遊びが、前記普通の
範囲の前記上側の評価限界に対して考慮されていて、
（６）当該遊びの現在の大きさが、前記普通の範囲内にある場合、前記吸収量が、前記上
側の評価限界の上側にある時に、警報信号が発せられ、
（７）当該遊びの現在の大きさが、前記下側の評価限界又はこの下側の評価限界の下にあ
る場合、前記吸収量が、前記下側の評価限界の上にあり、かつ、このような状況が、少な
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くとも１回直前に発生している時に、警報信号が発せられること、
　車両のドライビングダイナミクスが絶えず監視され、この場合、１つのドライビングダ
イナミクス限界値を超えていることは、遊びが前記普通の範囲の上にあると解釈されるこ
と、及び
　前記ドライビングダイナミクス限界値の上にあるドライビングダイナミクス値が、特定
の期間検出されない時に始めて、遊びを減らすブレーキングが開始されることを特徴とす
る方法。
【請求項２】
　当該遊びの現在の大きさが、前記上側の評価限界の上にある場合、前記吸収量が、前記
上側の評価限界の上にある時でも、警報信号が発せられないことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　車両の横方向加速度が絶えず測定されること、及び、１つの横方向加速度限界値を超え
ることが、前記ドライビングダイナミクス限界値を超えることと解釈されることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　車両の回転数が絶えず測定されること、及び、回転数が、所定の期間内で繰り返し大き
く変化することが、前記ドライビングダイナミクス限界値を超えることと解釈されること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記遊びが前記下側の評価限界に又はこの下側の評価限界の下にあることが、ブレーキ
ング後の所定の期間に対して仮定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　遊びが、前記普通の範囲の上で検出される場合、この遊びを減らすブレーキングが開始
されることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブレーキ液の空気含有に関して電気油圧式車両ブレーキ装置を監視するため
の方法に関し、更に詳しくは、ブレーキ装置がブレーキ液を有するアキュムレータと、変
化する大きさの遊びを有する少なくとも１個の油圧式車輪ブレーキとを備え、空気含有量
を決定するために、車輪ブレーキがアキュムレータに接続され、それによって車輪ブレー
キでブレーキ圧力が発生し、(1) 車輪ブレーキ内の圧力を決定し、(2) 車輪ブレーキの吸
収量を決定し、(3) 吸収量を車輪ブレーキ圧力に関連する評価限界と比較し、評価限界を
上回ると、警報信号が発せられる、方法に係る。
【背景技術】
【０００２】
　このような方法は特許文献１に記載されている。この方法の場合、ブレーキング時に、
車輪ブレーキ圧力と車輪ブレーキの吸収量が決定される。決定された値はその前に決めら
れた、ｐ／Ｖグラフの評価限界と比較される。この場合、評価限界を上回ると、警報信号
が発生し、出力される。
【０００３】
　このような監視は、特に電気油圧式車両ブレーキ装置にとって重要である。時間の経過
につれて、ブレーキ液は、ガス例えば空気又は水蒸気の含有量が増える。これにより、そ
れ自体は非圧縮性であるブレーキ液が圧縮性になる。これは、さらに所定の車輪ブレーキ
圧力を達成するために、圧縮性の小さい普通のブレーキ液の場合よりも非常に多くのブレ
ーキ液をブレーキ装置に押し込まなければならない。ブレーキ液が、ペダル操作式マスタ
ーブレーキシリンダから車輪ブレーキに押し込まれるブレーキ装置の場合、運転者は、ブ
レーキ液が空気又はガスを含む場合にペダルストロークが大きくなり、ブレーキフィーリ
ングが全体としてぶよぶよになることに気づく。「監視」のこの方法は、電気油圧式ブレ
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ーキ装置の場合には失われる。すなわち、このようなブレーキ装置の場合、車輪ブレーキ
圧力を上昇させるため、車輪ブレーキが、弁によって高圧アキュムレータに接続される。
弁を適当に制御することにより、車輪ブレーキ内の圧力を運転者の要求通りに上昇させる
ことができる。ポンプを備えた高圧アキュムレータ内では、原理的に制限されない圧力媒
体量が供給されるので、圧縮性の大きいブレーキ液によっても、高いブレーキ圧力が生じ
る。この場合、運転者は、変化するペダルフィーリングによって、ブレーキ液の空気含有
量が増えているのを気づかない。
【０００４】
　このような電気油圧式ブレーキ装置は一般的に、次のようなマスターブレーキシリンダ
を備えている。すなわち、通常は車輪ブレーキから分離され、高圧アキュムレータによる
圧力供給が停止したときにのみ車輪ブレーキに接続されるマスターブレーキシリンダを備
えている。更に、所定の車両減速に関する運転者の要求を決定するために、ペダル操作式
マスターブレーキシリンダが必要である。そのために特に、運転者によるブレーキペダル
の操作力が検出される。
【０００５】
　ブレーキ装置の電気油圧的な部分が故障し、慣用のごとくブレーキペダルの操作によっ
てブレーキ圧力を上昇させるために、車輪ブレーキがマスターブレーキシリンダと油圧的
に接続されるときに、問題のある次のような状況が生じる。すなわち、マスターブレーキ
シリンダの容積は、圧縮性のブレーキ液によって充分に高いブレーキ圧力を生じるために
充分でない。マスターブレーキシリンダは任意に拡大させることはできない。なぜなら、
その長さは最大のペダルストロークによって制限され、直径が運転者によって加えられる
最大ペダル力によって制限されるからである。
【０００６】
　従って、上記の種類の電気油圧式車両ブレーキ装置の場合、ブレーキ液の圧縮性、特に
ブレーキ液内のガスまたは空気の含有量の増大を監視する必要がある。
【０００７】
　監視メカニズムを実現する場合に、次の問題が発生する。ブレーキ液の吸収量が車輪ブ
レーキと供給管の弾性によって決まる。これは所定の車両のブレーキ装置特有のものであ
り、製造に従って所定の誤差を有する。これは非常に大きくはないので、評価限界を決定
する際に問題なく考慮することができる。しかし、車両ブレーキの弾性のほかに、遊びが
存在する。この遊びは、ブレーキが作用し始める前に、ブレーキ装置の操作機構（例えば
ディスクブレーキ装置のブレーキピストン）が進まなければならないストロークである。
この遊びは比較的に大きな範囲内で連続的に変化する。これは特に２つの理由による。第
１に、ブレーキングの後で小さな遊びを調節するリセット機構が正確に作動しない。第２
に、操作機構が浮動支持されているので、車両の加速が操作機構を摺動させることになる
。例えば、一般的に車両縦軸線に対して横方向に配置されているディスクブレーキ装置の
操作ピストンは、大きな横方向加速度によって、ブレーキディスクから離れる。悪路の場
合の車両の振動も、遊びを変更することになる。それによって生じる遊びは動的な遊びと
呼ばれる。
【０００８】
　その際、遊びの検出可能な変化は、空気の含有によって生じる変化と同じオーダーであ
る。従って、所定のブレーキ圧力の場合にブレーキ液の吸収を測定する方法の場合、この
吸収量が大きな遊びによって生じているかあるいは空気またはガスの取り入れによって生
じているかを区別することができない。
【０００９】
　誤アラームを回避するために、不意の大きな遊びの場合にも、アラームが生じないよう
に、評価限界をセットしなければならない。その結果、この方法は比較的にあまり敏感に
反応しない。多量の空気含有が検出されないことが起こり得る。なぜなら、小さな遊びに
基づいて多量の空気含有にもかかわらず評価限界に達しないからである。
【特許文献１】ドイツ連邦共和国特許出願公開第１００６０２２５号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明の課題は、充分に敏感に作動し、ブレーキ液の空気含有量増大を確実に
検出し、それにもかかわらず誤アラームが発せられないような方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この課題は、
（４）上側の限界と下側の限界とによって囲まれた普通の範囲内又は当該範囲外にある現
在の遊びの大きさが、前もって評価され、
（５）当該方法は、２つの評価限界、すなわち上側の評価限界及びこの上側の評価限界の
下にある下側の評価限界を既知であり、前記上側の評価限界の場合、遊びが、前記普通の
範囲の前記上側の評価限界に対して考慮されていて、
（６）当該遊びの現在の大きさが、前記普通の範囲内にある場合、前記吸収量が、前記上
側の評価限界の上側にある時に、警報信号が発せられ、
（７）当該遊びの現在の大きさが、前記下側の評価限界又はこの下側の評価限界の下にあ
る場合、前記吸収量が、前記下側の評価限界の上にあり、かつ、このような状況が、少な
くとも１回直前に発生している時に、警報信号が発せられること、
　車両のドライビングダイナミクスが絶えず監視され、この場合、１つのドライビングダ
イナミクス限界値を超えていることは、遊びが前記普通の範囲の上にあると解釈されるこ
と、及び
　前記ドライビングダイナミクス限界値の上にあるドライビングダイナミクス値が、特定
の期間検出されない時に始めて、遊びを減らすブレーキングが開始されることによって解
決される。
【００１２】
　この場合、本発明は次の考察から出発している。遊びは、一般にブレーキング毎に異な
るブレーキ操作機構の強いリセットによってほぼ決定される普通の範囲内で移動する。こ
のため、アスファルト道路上での普通の走行の場合のような、遊びを増大又は縮小する方
向の操作機構の移動が発生する。これにより、上側の評価限界を決定することができ、遊
びが、普通の範囲の上側限界にあると仮定される。
【００１３】
　更に、下側の評価限界を定めることができる。この下側の評価限界は値は上側の評価限
界よりも小さく、下側範囲内または普通範囲の下側限界にある遊びを考慮する。遊びが決
定または推定されると、現在の遊びが普通範囲内にあるかぎり、上側の評価限界は所定の
車輪ブレーキ圧力に関連する測定された吸収量との比較のために使用可能である。
【００１４】
　遊びが下側限界またはその下にあると推定されると、現在の吸収量を比較するめに、下
側の評価限界が使用される。この場合勿論、統計学的な評価が行われる。すなわち、この
状況が複数回連続して発生するときにのみ、アラーム信号が発せられる。これは次の理由
から行われる。
【００１５】
　下側の限界の遊びはブレーキングの後で発生し、特にリセットの強さによって決定され
る。これは統計学的な変動の影響下にある。個別的なケースでは、リセットは、ブレーキ
液に空気が多く含まれない場合にも、下側の評価限界を上回るほど大きい。しかし、ほと
んどの場合、リセットは中央範囲に移動するので、空気含有量が増大しているときにのみ
、下側の評価限界を上回る。
【００１６】
　リセットが思いがけずに比較的に大きかったので、誤アラームをなくすために、下側の
評価限界を２回またはそれ以上連続して上回るときにのみ、アラーム信号が発せられる。
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【００１７】
　本発明では更に、遊びの推定が上側の限界よりも大きな値を生じる場合のために、吸収
量が上側の評価限界の上方にあるときでも、アラーム信号が省略される。この例外的な規
定により、上側の評価限界を定めるときに非常に大きな遊びが発生し得る状況を考慮しな
くてもよい。
【００１８】
　遊びの大きさを推定するために、車両のドライビングダイナミクスを連続的に監視する
ことができる。この場合、ドライビングダイナミクス限界値を上回ると、遊びが普通の範
囲の上方にあると解釈される。このドライビングダイナミクス限界値はいろいろな状況に
関する。例えば横方向加速度が連続的に監視される。例えば一般的にはきついカーブを走
行するときにのみ発生し、普通の走行の場合運転者によって普通のごとく回避される４ｍ
／sec2以上の大きな横方向加速度の場合、大きな遊びが生じることが予想される。
【００１９】
　大きな横方向加速度が測定されないかぎり、遊びは普通の範囲内にあると仮定される。
【００２０】
　大きな遊びの他の理由は悪路区間によって生じる車両の振動である。これは車輪回転速
度の大きな変動に表れる。従って、車輪回転速度を連続的に測定することにより、道路区
間の質を推測することができる。この場合にも、高い確率で大きな遊びが存在すると仮定
することができる所定の判断基準を採用することができる。
【００２１】
　このようなドライビングダイナミクス状況によって生じる大きな遊びは勿論、運転者に
よって開始されるかまたはシステムによって自動的に生じるブレーキングによって、再び
普通の値にならない場合にのみ想定される。
【００２２】
　ブレーキングの直後は、遊びが普通の範囲の下側限界の範囲またはその下方にあると仮
定される。従って、適当な推定は方法を基礎として行われる。この場合、上述のように、
下側の評価限界が数えられる。すなわち、ブレーキ液内の空気の量が増大したと推定する
ためには、この下側の評価限界を２回またはそれ以上上回らなければならない。
【００２３】
　ある程度の時間の間ドライビングダイナミクス値が決定されないときに初めて、遊びを
減少するブレーキングが開始される。これにより、カーブ走行内であるいは悪路でブレー
キングを行うことが回避される。このブレーキングは車両の制御できない状態を生じる。
遊びの低減は、普通でないこのドライビング状況を確かに通過しているときに初めて行わ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　次に、実施の形態に基づいて本発明を詳しく説明する。
【００２５】
　先ず最初に、図１を参照する。図１はＰ／Ｖグラフ１である。この場合、Ｘ軸２に車輪
ブレーキ圧力ｐが、Ｙ軸３に車輪ブレーキの吸収量（容積吸収）ｖが示してある。これに
関連して車輪ブレーキについて述べるときに、本来のブレーキ機構から圧力媒体源までの
油圧システム全体を意味する。このシステムの吸収量は、システムに弾性的な部品が存在
することから生じる。例えばブレーキ管は圧力負荷を受けるときに拡がる。同じことがブ
レーキキャリパについても言える。ブレーキキャリパはブレーキディスクに作用する押圧
力を支持しなければならないので拡がる。それによって、ブレーキピストンの背後の圧力
媒体室が大きくなる。この作用が車輪ブレーキ圧力に依存するので、ブレーキ液が非圧縮
性であるときにも、車輪ブレーキ圧力に依存する所定の吸収量が生じる。ブレーキ液が空
気またはガスを多く含むことによって圧縮性になると、すなわち圧力負荷時に容積が小さ
くなると、吸収量が一層大きくなる。
【００２６】
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　図１のＰ／Ｖグラフは普通の曲線４を示している。この普通の曲線の場合、ブレーキ装
置内の弾力性に関する予想される許容誤差変化が考慮されている。
【００２７】
　上側の曲線は上側の評価限界５に一致している。この場合、普通の曲線４で考慮されて
いるような許容誤差に加えて更に、普通の範囲内の最大遊びが考慮されている。カーブ走
行時の車両の大きな横方向加速度または車両の強い振動によって生じるような、普通の範
囲の外側にある異常な遊びはここでは考慮されていない。
【００２８】
　中間の曲線は下側の評価限界６を示している。この評価限界の場合、普通の範囲内の中
間の遊びが考慮されている。
【００２９】
　車輪ブレーキは図２に対応して異なる状態にあり得る。状態Ｉ（円１０によって示して
ある）は普通の遊びレベルである。状態ＩＩは動的な遊びがないかまたは小さい状態であ
る（円１１）。状態ＩＩＩは動的な遊びが極端に大きい（円１２）。
【００３０】
　電気油圧式ブレーキシステムの始動の際（例えば点火スタートまたは他の信号源による
いわゆるウェイクアップの際）、方法は先ず最初に、ブレーキが状態ＩＩＩにある、すな
わち遊びが普通範囲よりも大きいということから出発する。
【００３１】
　この仮定は必要である。というのは、ブレーキシステムが働いていないときに遊び状態
の可能な操作に関する情報が存在しないからである。例えばブレーキの保守整備作業の後
で、大きな動的遊びが残り得る。
【００３２】
　運転者によるブレーキングが行われたときあるいは自動的に開始されほとんど感じられ
ないブレーキングによる遊びの能動的な減少が行われたときに、状態ＩＩＩが終了する。
そして、遊び状態ＩＩであると仮定される（矢印１６の移行）。
【００３３】
　遊び状態Ｉから出発するとき、運転者によるブレーキングまたは遊びの能動的な減少が
行われると、状態ＩＩになる（矢印１４の移行）。
【００３４】
　遊びが常に存在する振動によって再び大きくなると仮定されるので、矢印１７に沿った
、状態ＩＩから状態Ｉへの移行は、或る時間の経過後、零と異なる車速によってあるいは
或る数の車輪回転数によって行われる。この状態移行は、大きくはない或る程度の横方向
加速度が観察されるときにも行われる。
【００３５】
　所定のドライビングダイナミクス限界値例えば横方向加速度限界値を上回ったときかま
たは悪路走行を示す車輪回転数の極端な変動が観察されたときには、状態ＩまたはＩＩか
ら出発して、状態ＩＩＩへの移行が行われる（矢印１３，１５）。
【００３６】
　それぞれドライビングダイナミクスの継続的な測定の評価によって行われる、矢印１３
～１７に沿ったいろいろな移行に基づいて、３つの状態に関する遊びの推定が行われる。
遊びが状態ＩＩＩにあると、空気の多量の含有の監視は行われない。というのは、上側の
評価限界５に対応する上側の限界評価曲線を上回ることが、大きな空気負荷ではなく、こ
の大きな遊びに起因すると考えられるからである。これに対して、遊びが状態Ｉにあると
、ブレーキング時に上側の評価限界５を上回ることが、ブレーキ液が空気を含むことに起
因するとほぼ確実に言うことができる。従って、アラームが出力される。
【００３７】
　このアラームは光学的または音響的な信号を含むことができる。超過の際、アラームは
次のような内容を含んでいてもよい。すなわち、このようなアラームの後で、車両を再び
運転することができないかあるいは大幅に制限された状態でしか運転することができない
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ことを含んでいてもよい。それによって、例えば、ブレーキ液を交換することができる工
場まで、低速で運転することができる。
【００３８】
　状態ＩＩであるとき、すなわち動的な遊びがないかまたは小さいときには、下側の評価
限界６が評価のために使用される。個々の場合にこの評価限界を上回ることは、運転者に
よるブレーキングの後または能動的な遊び減少の後で比較的に大きな遊びが再び生じたこ
とに起因すると考えられる。これは統計的な方法では比較的にまれにしか生じない。従っ
て、下側の評価限界６を頻繁に上回ると、空気含有に起因していると考えることができる
。これにより、アラームが発せられる。
【００３９】
　上記の方法は、普通のセンサ装置を使用することができるという利点がある。電気油圧
式ブレーキ装置は一般的に、ドライビングダイナミクスコントロール手段を備えている。
これは、適当なセンサによって検出可能な車両の横方向加速度に関する情報を必要とする
。
【００４０】
　電気油圧式ブレーキ装置は更に、ＡＢＳコントロールを行うために役立つ。そのために
、車輪の回転状態に関する情報が必要である。そのために設けられた車輪センサは周知で
あり、車輪回転速度とその変動を検出するために使用される。
【００４１】
　装置を制御するために、いろいろな圧力センサが設けられている。この圧力センサは車
輪ブレーキ内の圧力を直接測定する。
【００４２】
　更に、車輪ブレーキの吸収量と一致する、アキュムレータからの取り出し量は、直接測
定可能であるかあるいは適当な方法、例えば弁の切換え時間またはポンプの吐出出力を監
視することによって非常に正確に推定することができる。従って、車輪ブレーキに搬送さ
れるブレーキ液量がどの位であるかを決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】Ｐ／Ｖグラフである。
【図２】遊びの異なる状態の間の移行を示す図である。
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【図２】



(9) JP 4485793 B2 2010.6.23

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ブッシュマン・グンター
            ドイツ連邦共和国、イートシュタイン、シェーネ・アウスジヒト、６
(72)発明者  シュミット・ローベルト
            ドイツ連邦共和国、レネロート、バーンホーフストラーセ、１４
(72)発明者  ウルリヒ・トルステン
            ドイツ連邦共和国、ゲルンスハイム、アルスバッハー・ストラーセ

    審査官  森本　康正

(56)参考文献  特開平０４－１７３４６４（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－３３６８０９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２６０８６６（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－１４００４７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－２２５７３９（ＪＰ，Ａ）
              実公平０２－０１７３２２（ＪＰ，Ｙ２）
              実公昭６１－０１３９５２（ＪＰ，Ｙ２）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              B60T  17/00-17/22
              B60T   7/12- 8/96


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

